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LINE公式アカウントから役立つ情報をお届けします！！
保証制度の創設や保証協会の最新の取組、国・横浜市等による補助金のご案内等を発信しています。

Instagram 公式アカウントを開設しました！
当協会の取組やセミナー開催に関するお知らせなど、横浜市内の中小企業・小規模事業者の皆さまにとって

役立つ情報を随時お届けしていきます。
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横浜市信用保証協会は、市内事業者の皆さまがお借入をするときの「公的な保証人」と
なり、事業資金の調達をスムーズにする役割を担っています。

『横浜の中小企業の「明日」を身近でサポート』をスローガンに、信用保証と経営支援を
通じて中小企業の「明日」を応援し、横浜経済の活力ある発展に貢献します。

Instagram 公式アカウントを開設しました！
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—SAMURAIを設立された経緯を教えてくださ
い。
　もともと独立志向はありましたが、大学を卒
業後3年間は外資系の製薬メーカーで営業をして
いました。その頃インターネット通販が盛り上
がり始め、そこに可能性を感じたのが具体的に
独立を考えたきっかけになりました。まず友人
の父親が経営する会社で、新規事業というかた
ちで化粧品のインターネット通販を始めました。
それから仕事上で知り合った化粧品会社の工場、
広告代理店、カタログ通販などの会社でお手伝
いをし、独立に向けてさまざまなノウハウを得
ることができました。会社を設立したのは2008
年です。
—現在に至る会社の歩みを紹介してください。
　設立当初はメーカーからの依頼で化粧品のパッ
ケージ、瓶、箱のデザイン、ポスターやパンフレッ
ト、ランディングページの制作なども含めたコ
ンサルティングからスタートしました。次に業
界の知人の紹介で大手通販会社で私が関わった
商品を販売していただくようになりました。設
立4年目に渋谷のファッションビルに入っていた
ブランドが化粧品に参入することになり、その
プロジェクトのお手伝いをさせていただくこと
になって事業が軌道に乗ってきました。その後
に卸売やテレビ通販、そして自社ブランドの開
発も手掛けるようになり、現在は卸売、インター

ネット通販、コンサルティングが事業の柱になっ
ています。
—テレビ通販を手掛けるなど事業は幅広いですね。
　私が扱っている商品は大手の化粧品会社のも
のではなく、数人規模のメーカーをはじめ小規
模なところが多いです。業界にはこうした小さ
なメーカーが実に多くあります。化粧品のデザ
インや販促ツールの制作を依頼される場合などは、
商品の良さもさることながら、どのような仕掛
けをして販売するか、どういう物語をつけて販
売するか、といった売り方で差別化を図ってき
ました。テレビ通販は現在はやっていませんが、
これも、誰にどんなトークをしてもらうか、タ
レントさんの提案や演出の仕方といった売り方
も含めてプレゼンして「イケる」と判断されれ
ば採用になります。ニーズに応じて売り方も提
案できるのが私の仕事の特徴であり、強みです。
それで規模は小さいながらも事業を続けてこら
れているのだと思っています。
—順調に歩んでこられたなかで、2024年2月か
ら横浜市信用保証協会の経営支援を受けています。
どのような経緯で支援を依頼したのですか。
　コロナ禍になり売上が以前の半分ほどにまで
減ってしまったのが一番の要因です。コロナ禍
でまず困ったのがドラッグストアも含めてリア
ルなお店が閉まってしまったことです。うちが
どれだけ良い商品を扱っていても売ることがで

私が扱う化粧品を使ってくれた方が、綺麗になったり
元気になったりすることが、仕事のやりがいです。 株式会社SAMURAI

代表取締役  吉田 武司さん

自社ブランドの化粧品の製造販売から、化粧品開発のコンサルティング、パッケー
ジデザインや販促ツールの制作などマルチに活躍中。幅広い世代をターゲット
とした化粧品を扱い、特に若い世代へ向けたフレグランス、アロマオイル、洗
顔料などを得意ジャンルにしている。

吉田  武司さん｜PROFILE
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次月の対策や方針が整理できるよう
になったことが最大の改善点だと実
感しています。このほか販路の拡大
については経済産業省が開催してい
るセミナーを紹介していただいたり、
展示会への出展の検討、また新規顧
客を獲得していくためのSNSの強
化といった提案をいただきました。
SNSについてはこれから取り組んで
いく予定です。
—今回の専門家派遣についてどのよ
うな感想を持っていますか。
　経営上の課題について、私にも分
かるように細かい数値を使って説明
していただき、それによってこれま
で表面化していなかった問題が、い
かに大切なことだったのか気づかせ
てもらいました。数値管理ができる
ようになったことでネットショップ
の強化に大きな手応えを感じられるようになり
ました。また話を聞くのがとても上手な方で、
こちらの疑問、不安といったものを何でもお話
しできたことも良かったと思います。
—今後のビジョン、抱負をお願いします。
　売上はだいぶ回復してきましたが、それでも
まだコロナ前の2、3割減という状態なので、コ
ロナ禍で減らした売上を、3年かけて以前の状態
に戻したいです。今回の経営支援を契機に、卸
売もネットシッョプでも会社を健康体にするこ
とを優先したいと思います。そして今後3年間は
協会から年1回のフォーロアップを受けられます
ので、そこで年々良い報告ができればと思って
います。

きない。そうするとそこに商品を卸している問
屋も経営不振に陥り、毎月の売上が立たなくなっ
ていきました。そうしたなかで今後の活路とし
てはインターネット通販を拡大していくことだ
と思っていて、強化方法を模索していました。
取引金融機関を訪れた際に、経営改善をしたい
という話をしたところ、横浜市信用保証協会で
経営支援を行っている話を聞きました。自分が
考えている方向性が妥当なのか、今後の経営上
どのようなことに取り組むべきか、客観的な意
見とアドバイスが欲しいと思い、経営支援を申
し込みました。昨年の12月に協会職員の方とお
会いし、最初にこちらの状況や希望などをお話し、
今年2月から専門家派遣がスタートしました。
—専門家派遣を通じて、どのようなアドバイス
を受けたのですか。
　1回目は事業構成、主力商品などの話を聞いて
いただき業績の推移やコロナ禍における売上低
下とその原因などについて話し合いました。2回
目は経営において、特に数値管理についての改
善提案を受けました。それまで大枠で捉えてい
た利益算出を細かく管理するとか、出店してい
るネットショップも各モールごとに利益算出を
してマーケティング戦略を立てるといったアド
バイスです。3回目はネットショップ別の収益性
を分析するツールとして、私でも使えるExcelを
使った管理表を提案いただいて、その活用方法
や数値の見方などを教わりました。簡単な雛形
を作っていただき、そこに数値を当てはめて現
状確認することを始めました。
—すでに具体的な成果が出ているようであれば、
改善された点を教えてください。
　たとえば商品ごとに利益算出することで、売
りたいけれど利益が低い商品、利益率が低くて
も売れている商品、といった選別ができるよう
になり、数字を見ながらアドバイスをもらい、
それまで200くらいあった商品アイテムを、70ま
で絞り込みました。結果、広告費をかけても利
益が出るもので再構成されました。またネット
ショップごとの利益構造と一つひとつの商品に
おける収益率を毎月管理、確認できる状態になり、

株式会社SAMURAI 

〒230-0075

横浜市鶴見区上の宮 2-3-10
TEL.045-620-7100 　https://www.samurai111.com

保証協会による
専門家派遣の紹介
動画はこちら

事業内容／①.化粧品・健康食品・化粧雑貨のデザイン・企画・製造販売・卸売　②.化
粧品・健康食品・化粧雑貨の各種販売促進ツールの制作　③.①②に付随する各種マーケ
ティング事業・コンサルティング事業・PR事業

hp
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ハマ福からの

““いいんんふふぉぉめめーーししょょんん””

横浜高速鉄道㈱のグリーンボンドを購入しました
　社会貢献への取組として、横浜高速鉄道㈱が
発行するグリーンボンド※を購入しました。
　このグリーンボンド発行による調達資金は、
環境改善効果が確認された適格事業区分に該当
するプロジェクトに活用されます。
　当協会は、本債券への投資をはじめとし、持
続可能な社会の実現に貢献できるよう、努めて
まいります。

※ グリーンボンドとは、企業や地方公共団体などが、
環境改善効果のある事業や環境保全のための事業等
に要する資金を調達するために発行する債券です。

横浜市立大学で出張講義を行いました

　横浜市立大学での出張講義は令和元年度
に開始して、今回で6回目の実施となったよ！
　当日は250名以上の学生が受講し、講義後
のアンケートでは、85％の学生が当協会に
興味を持ったと回答してくれたんだ★

　今回投資したグリーンボンド以外にも、横浜
市が発行するサステナビリティボンドや神奈川

県が発行するグリーンボンド
への投資も行ってきたよ！

　横浜市立大学「総合講義（国際マネジメント）」
（小泉大輔准教授）にて出張講義を実施しました。
　中小企業の資金調達の実態と信用保証協会の
役割などを知ってもらうことを狙いとしています。
　当日は、経営支援に携わる職員とのパネルディ
スカッションを通して、現場のリアルな声を伝
えました。
　講義実施後のアンケートでは、『日本の企業の
ほとんどを占める中小企業の支援を行っている
縁の下の力持ちであると感じた。日本の経済は
知らないところで様々な人や会社によって支え
られていると実感した。』などの感想をいただき
ました。

ハマ福★ 通信 Vol.055
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令和6年度上期の企画・イベント、横浜市信用保証協会のさまざまな
トピックスやニュースを「ハマ福」がお送りいたします！

脱炭素経営セミナーを開催しました
　令和 6 年 9 月13日に、公益財団法人 横浜企業
経営支援財団（以下、「IDEC 横浜」）と共催で、
脱炭素経営セミナーを開催しました。
　本セミナーでは、IDEC横浜のものづくりコー
ディネーター／技術アドバイザーである安達 功 
先生から「脱炭素経営とは何か」など脱炭素経
営を始めるための基礎知識についてご説明いた
だきました。さらに、横浜市経済局より、「脱
炭素取組宣言」や「脱炭素に関する補助金」など、
横浜市の取組についてご説明いただきました。
　セミナーにご参加いただいた方からは、『脱
炭素について基本からよく理解することができ
た』、『補助金の内容を知ることができて良かった』
などの感想をいただき、多くの参加者にご満足
いただくことができました。

　令和 6 年 8 月に、当協会の Instagram 公式ア
カウントを開設しました。
　当協会の取組やセミナー開催に関するお知ら
せなど、横浜市内の中小企業・小規模事業者の
皆さまにとって役立つ情報を随時お届けしてい
きます。

　2020年10月に、政府は「2050年カーボンニュー
トラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言
したんだ！カーボンニュートラル
の達成には、2050年までに個人・
企業の全員で取り組む必要がある
ため、脱炭素経営に関するセミナー
を開催することにしたよ★

Instagram公式アカウントを開設しました

Instagramのフォローは
こちらから！
皆さんのフォローをお待ち
してます～！！

Instagram

役立つ情報を
発信して

　　　　いくよ♪
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ご利用いただける方

事業者選択型経営者
保証非提供制度
（横断的制度）

※ 保証制度を問わない取扱
いであり、個別の保証制度
ではありません

次の１～５全てを満たす法人（※1）

1．過去２年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
２． 直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、か

つ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上
相当と認められる額を超えていないこと

3． 次のいずれかを満たすこと
　①直前決算において債務超過でない（※２）

　②直前２期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない（※3）

4． 次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出
していること　

　① 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出
すること

　② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等
がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと

５． 保証料の引き上げを条件として保証人を提供しないことを希望してい
ること

（※1） 法人の設立後最初の事業年度（設立事業年度）の決算がない法人の場合、
1～3は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の
場合、3は問いません。

（※２）貸借対照表において「純資産の額≧０」となること。
（※3）損益計算書において「経常利益＋減価償却≧０」となること。

事業者選択型経営者
保証非提供促進特別

保証
（国補助制度）

5
保証料を上乗せすることで経営者保証を不要とする
ことができます
　信用保証付き融資において、市内中小企業者の皆さまが一定の要件を満たした場合に、保証
料の上乗せという経営者保証の機能を代替する制度等の活用によって、経営者保証を不要とす
ることが選択できるようになりました。

　所定の信用保証料率に0.25％を上乗せした信用保証料率

3．①および②のいずれも満たす場合

3．①および②のいずれか一方のみを満たす場合

　所定の信用保証料率に0.45％を上乗せした信用保証料率

・  法人の設立後 2 事業年度の決算が無い場合
　所定の信用保証料率に0.45％を上乗せした信用保証料率

■保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする取扱い■

■適用される信用保証料率■

ご利用いただける方

ご利用いただける方

要件をまとめた表が要件をまとめた表が
次ページにあるよ！次ページにあるよ！
チェックしよう！チェックしよう！

・

・

ハマ福★ 通信 Vol.057
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ご利用いた
だける方

経営者保証を提供したプロパー借入があり、
１～４の全ての要件を満たす法人

1．資産超過であること
２．EBITDA 有利子負債倍率（※）が 10 倍以内であること
3．法人・個人の分離がなされていること
4．返済緩和している借入金がないこと

（※）EBITDA 有利子負債倍率＝（借入金・社債ー現預金）÷（営業利益＋減価償却費）

通称 要件

金融機関連携型

・ 取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、かつ担保によ
る保全がない融資残高がある（もしくは同じタイミングで上記と同内容の融
資を行う）

・ 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近２期の決算期において
減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」

・ 法人と経営者の一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している

財務要件型 ・ 直近決算期において一定の財務要件を満たしている（「財務要件型無保証人保
証制度」でのご利用）

担保充足型 ・ 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られ
ている

　なお、事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証（国補助制度）については、制度実施期
間の 3 年間に渡り、以下のとおりに国による信用保証料の補助が実施されます。

　以下のいずれかに該当する方は、保証料を上乗せすることなく経営者保証を不要とすること
ができます。

　金融機関に対して経営者保証を提供したプロパー融資（信用保証協会の保証を付さない融資）
について、一定の要件を満たすことを条件として信用保証付き融資への借換ができる、プロパー
融資借換特別保証を取扱っています。

＜対象要件と信用保証料率の上乗せの整理表＞

■信用保証協会における経営者保証を不要とする 3 つの取扱い■

■お借入のあるプロパー融資の経営者保証の解除について■

対象となる期間 補助率

制度開始１年目（令和６年3月 15 日～令和７年3月 31 日） 0.15％

制度開始２年目（令和７年4月1日～令和８年3月 31 日） 0.10％

制度開始３年目（令和８年4月1日～令和９年3月 31 日） 0.05％

債務超過でない 債務超過である

減価償却前経常利益が
連続して赤字でない 信用保証料率＋0.25％ 信用保証料率＋0.45％

減価償却前経常利益が
連続して赤字である 信用保証料率＋0.45％ 対象外

直近決算で
直前2期の決算期で

国補助制度の
詳細はこちら

詳細はこちら

ハマ福★ 通信 Vol.05 8



2　校

ふむふむ…
なるほど～！

《月別保証承諾金額》

5,000

10,000

15,000

20,000 （単位：百万円）

6,501

9,272

12,177
11,522 11,759

13,884

9,909

4月 5月 6月 7月 8月 9月

13,382

17,233 17,179

10,276 13,436

10,222
11,780

14,774

9,278
10,785

17,096

10 月 11月 12 月 1月 2月 3月

■令和 5年度 ／ ■令和 6年度
昨年と

比べよう～

29,768
金　額

99.7
前年比

36.6
構成比

11,125
金　額

122.9
前年比

13.7
構成比

9,709
金　額

-
前年比

11.9
構成比

1位

2位

3位

伴走型経営支援特別資金（～R6.6）市

市

振興資金

伴走型経営支援特別資金（R6.7～）

合 計 81,414 125.0 100.0

よこはまアドバンテージ保証 8,891
金　額

126.3
前年比

10.9
構成比

市

6,022 142.0 7.4

その他制度 15,899 - 19.5

※横浜市中小企業融資制度は、　～としています。市

一定要件を満たすことで信用保証料率の
割引を受けることができるよ

小規模企業特別資金市

不動産業者の皆さんに
多く利用されている

制度だよ

脱炭素化に取り組む方で要件を満たした場合は、
横浜市による保証料助成を受けることができるよ

《上位5制度保証承諾》

※数値については、単位未満を四捨五入し表示しておりますので、諸項目の合計が一致しないこともございます。
※前年比は、前年同期比を表しています。

（単位：百万円・％）

事｜業｜概｜況
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2　校

《業種別保証承諾状況》

件 数 金 額 前年比

保証申込 5,074 96,677 129.3

保証承諾 4,444 81,414 125.0

保証債務残高 41,111 543,892 95.3

代位弁済 357 4,116 93.3

《令和6年度上期の概況》 （単位：百万円・％）

（単位：百万円・％）

《本支所別保証承諾》 （単位：百万円・％）

保証承諾
金 額 前年比 構成比

本
所

保証課 13,835 127.9 17.0
経営支援室 247 46.6 0.3

北部支所 21,052 121.6 25.9
西部支所 28,227 121.2 34.7
南部支所 18,053 137.2 22.2
合計 81,414 125.0 100.0

件 数 金 額 前年比
製造業 9,481 117.7 11.6
建設業 23,643 131.1 29.0
卸売業 9,130 117.5 11.2
小売業 5,878 141.4 7.2
飲食業 2,280 136.8 2.8
運輸倉庫業 3,890 176.8 4.8
サービス業 12,098 116.3 14.9
不動産業 14,188 116.1 17.4
印刷業 226 62.8 0.3
出版業 55 1100.0 0.1
旅行業 89 303.8 0.1
その他産業 459 216.6 0.6
合計 81,414 125.0 100.0

業種別
保証承諾構成比

飲食業 3％

運輸倉庫業 5％

建設業
29％

卸売業
11％小売業

7％

製造業
12％不動産業

18％

サービス業
15％

バッチリ
わかったね♪

（単位：百万円・％）《金融機関群別保証承諾》
金 額 前年比 構成比

みずほ銀行 486 48.9 0.6
三菱UFJ銀行 461 90.1 0.6
三井住友銀行 372 56.1 0.5
りそな銀行 588 50.4 0.7
横浜銀行 6,035 138.0 7.4
神奈川銀行 6,643 106.2 8.2
横浜信用金庫 35,764 130.1 43.9
かながわ信用金庫 5,792 187.8 7.1
湘南信用金庫 7,076 120.6 8.7
川崎信用金庫 6,356 126.3 7.8
城南信用金庫 7,692 127.1 9.5
その他金融機関 4,149 53.4 5.1
合計 81,414 125.0 100.0

本支所別
保証承諾構成比

本所
17％南部支所

22％

北部支所
26％

西部支所
35％

金融機関別
保証承諾構成比

神奈川銀行
8％

都市銀行
2％

その他
5％

横浜信用金庫
44％

かながわ信用金庫
7％

湘南信用金庫
9％

川崎信用金庫
8％

城南信用金庫
10％

横浜銀行
7％

ハマ福★ 通信 Vol.05 10



相談窓口のご案内
当協会では、中小企業のお客さまの利便性にお応えするため、本所の他、新横浜駅に北部支所、
横浜駅に西部支所、上大岡駅に南部支所と、4拠点体制としています。担当地区をご確認の上、
お気軽にご相談ください。「初めての借入でどこに相談に行ったらよいのかわからないので近隣の
金融機関を紹介してほしい」など、金融機関の紹介をご希望される場合も、ご相談を承ります。

窓口開設時間：9時00分～17時00分（土日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く）

保証担当地区（中区・磯子区）
〒231-8505　中区山下町22 山下町SSKビル10階
経営支援部　保証課、保証統括課　　　TEL：045-662-6623
　　　　　　経営支援室、経営支援課　TEL：045-662-6624

《アクセス》

みなとみらい線　日本大通り駅　3番情文センター出口より徒歩約3分
JR関内駅　南口より徒歩約12分
JR石川町駅　中華街口より徒歩約13分
横浜市営地下鉄　関内駅　1番出口より徒歩約12分

本　　所

保証担当地区（港北区・緑区・青葉区・都筑区）
〒222-0033　港北区新横浜3-9-18 新横浜TECHビルB館6階
TEL：045-470-5600

《アクセス》

JR新横浜駅　横浜アリーナ方面出口より徒歩約7分
横浜市営地下鉄　相鉄・東急新横浜線　新横浜駅　7番出口より徒歩約4分

北部支所

保証担当地区（鶴見区・神奈川区・西区・保土ケ谷区・旭区・瀬谷区）
〒220-0004　西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル7階
TEL：045-319-5335

《アクセス》

横浜駅　西口より徒歩約3分　
横浜市営地下鉄　横浜駅　10番出口より徒歩約1分

西部支所

保証担当地区（南区・金沢区・戸塚区・港南区・栄区・泉区）
〒233-0002　港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
TEL：045-844-6621

《アクセス》

京浜急行線　上大岡駅　3階改札口より徒歩約3分
横浜市営地下鉄　上大岡駅　6番出口より徒歩約3分

南部支所

https://www.sinpo-yokohama.or.jp/
横浜市信用保証協会 ホームページ

横浜市信用保証協会


